
岐
重

五
二

六 岐
重

五
二

五 指
定
番
号 号

外

一�
令

和

元

年

九

月
二
十
七
日

建
造

物 建
造

物 種
目

北
方
神
社

十
五
社
神

社
本
殿

名

称

五
棟

(

本
殿
、

拝
殿

及
び

幣
殿
、

渡
殿
、

瑞
垣

並
び

に
鳥

居) 一
棟

附棟
札

十
三

枚 員
数

本
殿

桁
行
一
間
、

梁
間
一
間
、
切
妻

造
、
妻
入
、
唐
破

風
造
、
檜
皮
葺

拝
殿

桁
行
五
間
、

梁
間
三
間
、
入
母

屋
造
、
正
面
千
鳥

破
風
付
、
軒
唐
破

風
付
、
桟
瓦
葺

幣
殿

梁
間
一
間
、

桁
行
三
間
、
背
面

桁
行
三
間
、
梁
間

二
間
、
切
妻
造
、
正

面
千
鳥
破
風
付
、
軒

唐
破
風
付
、
檜
皮
葺

内

容

揖
斐
郡
揖

斐
川
町
北

方
一
四
二

七
番
地
一

山
県
市
大

桑
二
二
八

一
番
地
一

所
在
地

宗
教
法

人
北
方

神
社

宗
教
法

人
十
五

社
神
社

所
有
者

所
在
地
に

同
じ
。

所
在
地
に

同
じ
。

住

所

目

次

告

示

○
岐
阜
県
重
要
文
化
財
の
指
定

(

文
化
伝
承
課)

一
ペ
ー
ジ

○
岐
阜
県
天
然
記
念
物
の
指
定
の
解
除

(

同

)

二

○
道
路
の
区
域
変
更

(

道
路
維
持
課)

二

告

示

岐
阜
県
告
示
第
二
百
三
十
八
号

岐
阜
県
文
化
財
保
護
条
例(

昭
和
二
十
九
年
岐
阜
県
条
例
第
三
十
七
号)

第
三
条
第
一
項
の
規
定
に

よ
る
岐
阜
県
重
要
文
化
財
の
指
定
を
次
の
よ
う
に
行
う
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
元
年
九
月
二
十
七
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
重
要
文
化
財

( ) 令和元年９月27日 岐 阜 県 公 報 号 外 �１

○

○

岐

阜

県

公

報

号

外

毎
週

(

火
曜
日

金
曜
日)

発
行

(

休
日
に
当
た
る

と
き
は
翌
日)

令
和
元
年
九
月
二
十
七
日



岐
天

七
七

指
定
番
号

植
物

種
目

薬
研
洞

の
大
ナ

ラ 名

称

一
本

員
数

加
茂
郡
白
川

町
大
字
黒
川

字
大
島
六
一

五
七
番
地

所
在
地

入
母
屋
造
、
桟
瓦

葺
渡
殿

桁
行
二
間
、

梁
間
一
間
、
背
面

切
妻
造
、
銅
板
葺

瑞
垣

東
・
北
・
西

面
延
長
三
十
三
間
、

桟
瓦
葺

鳥
居

石
造
台
輪
鳥

居

加
茂
郡
白

川
町

所
有
者

加
茂
郡
白

川
町
河
岐

七
一
五

住

所

枯
死
し
た
た
め
。

理

由

県
道

道
路
の
種
類

苗

木

恵

那
線

路
線
名

中
津
川
市
駒
場
字
西
山
一
六

六
六
番
三
七
七
一
地
先
か
ら

同

市
千
旦
林
字
坂
本
一

四
六
七
番
一
一
地
先
ま
で

中
津
川
市
千
旦
林
字
坂
本
一

四
〇
六
番
三
地
先
か
ら

同

市
同

字
同
一
四

〇
〇
番
一
地
先
ま
で

中
津
川
市
駒
場
字
西
山
一
六

六
六
番
三
七
七
一
地
先
か
ら

同

市
千
旦
林
字
坂
本
一

四
六
七
番
一
一
地
先
ま
で

区

間

Ａ
後
ＢＣ

前
Ａ

区
域
変
更
前
後
別�･�〜��･��･�〜��･���･� �･�〜��･� 敷

地
の
幅

員(

メ
ー
ト

ル)����･�����･����･� ����･� 延

長

(

メ
ー
ト

ル)

Ａ
、
Ｂ

及
び
Ｃ

は
関
係

図
面
に

表
示
す

る
敷
地

の
区
分

を
い
う
。

備

考

岐
阜
県
告
示
第
二
百
三
十
九
号

岐
阜
県
文
化
財
保
護
条
例(

昭
和
二
十
九
年
岐
阜
県
条
例
第
三
十
七
号)

第
九
条
第
一
項
の
規
定
に

よ
り
、
次
の
と
お
り
岐
阜
県
天
然
記
念
物
の
指
定
を
解
除
す
る
の
で
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す

る
同
条
例
第
八
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
元
年
九
月
二
十
七
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

指
定
を
解
除
す
る
岐
阜
県
天
然
記
念
物

岐
阜
県
告
示
第
二
百
四
十
号

道
路
法(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
道
路
の
区
域
を

次
の
よ
う
に
変
更
し
た
の
で
告
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
元
年
九
月
二
十
七
日
か
ら
二
週
間
岐
阜
県
県
土
整
備
部
道
路
維
持

課
及
び
岐
阜
県
恵
那
土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
元
年
九
月
二
十
七
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

号 外 � 岐 阜 県 公 報 令和元年９月27日 ( )２

令
和
元
年
九
月
二
十
七
日
発
行

岐
阜
市
薮
田
南
二
丁
目
一
番
一
号

発
行
者

岐

阜

県

発
行
所

岐

阜

県

庁

編

集

岐
阜
市
三
輪
ぷ
り
ん
と
ぴ
あ
十
三
―
一

岐

阜

文

芸

社


